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１ 指定管理者制度導入の目的 

  

  平成１５年６月に地方自治法の一部改正が行われ、「公の施設」の管理について、民間

の能力を活用することにより市民サービスの向上と経費の削減を図るため、指定管理者

制度が導入されました。 

  入間市では、多様化する市民要望への迅速かつ柔軟な対応や効率的な市民サービス提

供を実践するために、文化施設を皮切りに指定管理者制度を導入しています。 

  さらに、入間市行政改革後期実行計画を加速するために、入間市博物館（以下「博物

館」という。）も平成３０年度から指定管理制度を導入し、同居型という形を採り学芸

部門の直営を活かしながら、創意工夫に満ちた民間のノウハウや専門性を活用して施

設運営におけるサービス向上とコスト縮減を図ることとなりました。 

 令和４年度で博物館第１期の指定管理期間が満了することを踏まえ、来たる第２期

となる博物館の（一部に関する）指定管理者の指定にあたり、広く事業者を公募し

「入間市博物館基本計画」に定めた博物館の方向性に沿った管理運営を進めて、博物

館を広く知らしめる意欲に満ちた提案を募集するものです。 

本募集要項は、「入間市教育委員会が所管する公の施設の指定管理者の指定手続等に

関する条例施行規則（平成１７年教委規則第８号）」に基づき、上記施設の指定管理

者の募集に関して必要な事項を定めたものです。 

「入間市博物館条例（平成６年条例第２１号）」をはじめとする関係例規及び「入

間市博物館基本計画」を十分理解のうえ、本要項に基づく提案の提出をお願いいたし

ます。 

    

２ 基本方針 

    

博物館は、令和３年度に策定した第２期「入間市博物館基本計画」に基づいて「市

民の『心のよりどころ』となる博物館」を基本理念に掲げ、博物館運営を進めており

ます。 

現在、博物館では、入間市の自然・歴史・民俗・考古・産業などの資料に関する収

集保存と調査研究を基に、その成果を常設展示や特別展の開催、さまざまな講座の実

施などを通じた教育普及活動を行っています。また、博物館資料を学校教育の場に提

供することによって児童・生徒への教育的効果を高めるために、教職員と連携して博

物館授業を展開する博学連携事業を行っています。これらは指定管理者制度導入後も

引き続き学芸員を中心とした市の博物館職員が実施しています。 

基本計画に掲げられている運営方針の中で、今後の重点課題と考えられるのは、市民

が主体的に学習する場所、そして、その学習成果を博物館で生かせる機会を提供するこ

とで博物館事業の更なる充実を図ることです。また、博物館独自の特徴を生かした情報

発信拠点として、入間市のシティセールスに貢献するために、多様なメディアを生かし

て、欲しい情報をよりタイムリーに、より広域に発信していくことです。 

これらを実施することによって、新たな博物館利用者の拡大に繋がり、博物館全体の 

活性化が図られると考えています。そのためには、施設や設備の維持管理だけでな

く、これまで市の博物館職員が十分に行えなかった広報活動や、タイムリーな市民ニ

ーズを踏まえた誘客事業などを実施して、市民サービスの向上に努めていく必要があ

ります。 

こうした点で民間ならではの知恵や知識を生かした、時代を先取りする提案を大い

に期待するところであります。 
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３ 対象施設の概要 

 

  施設名       入間市博物館 

  位置        入間市大字二本木１００番地 

  用途地域      市街化調整区域 

  最寄りの交通機関  圏央道入間インターチェンジから車で５分 

            西武鉄道池袋線入間市駅発 西武バス「入間市博物館」行き 

２０分 

  開館時間      午前９時から午後５時（入館は午後４時３０分まで） 

  使用時間      午前９時から午後９時３０分まで（有料貸出施設） 

  休館日       ・月曜日（その日が休日または振替休日の場合は、その翌日） 

            ・休日の翌日（その日が土曜日、日曜日、または休日である場

合は除く） 

            ・年末年始（１２月２７日から１月５日まで） 

            ・館内整理日（毎月第４火曜日、ただし休日である場合は除く） 

  開館年月日     平成６年１１月７日 

  敷地面積      ４５，０４５．47㎡ 

  建築面積      ４，０７７㎡ 

  延床面積      ５，４６１㎡ 

  建物構造      鉄筋コンクリート造２階建  

  設備概要      詳細は「入間市博物館総合管理業務特記仕様書」及び別紙を参 

 照 

  その他の主な施設  茶室、レストラン、市民広場、駐車場、調整池２ヶ所 

  職員数       職員１０人、嘱託職員１人、パート職員１７人 

  施設管理      入間市教育委員会（教育部博物館） 

 

４ 管理の基準 

 

 （１）開館時間、使用時間、休館日について 

「３ 対象施設の概要」のとおりですが、入間市教育委員会（以下「教育委員 

会」という。）が必要に応じて変更することがあります。 

 

 （２）個人情報保護について 

    個人情報の適正な管理については、入間市公の施設の指定管理者の指定手続等に 

関する条例第１５条（平成１７年条例第２５号）の規定により、管理業務の遂行

に伴って個人情報を取り扱う場合には、次に掲げる事項について必要な措置を講

じなければなりません。 

   ① 個人情報を正確かつ最新の状態に保つようにしてください。 

   ② 個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損等を防止するよう努めてください。 

   ③ 事務事業の執行上、保有する必要がなくなった個人情報については、原則とし 

     て確実かつ速やかに廃棄し、又は消去してください。 

   ※個人情報管理責任者を定めてください。 

 

 （３）情報公開について 

    情報公開の適正な管理については、入間市公の施設の指定管理者の指定手続等に

関する条例第１６条（平成１７年条例第２５号）の規定により、必要な措置を講じ

なければなりません。 
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 （４）業務の委託等 

指定管理者は、本事業の全部を第三者に委託し、又は請け負わせることはできま 

   せん。 

    ただし、博物館施設及び設備の維持管理のため、業務遂行上一部の業務を委託す

ることが必要な場合は、事前に教育委員会に書面で申請し、その承認を得れば可

能とします。 

 

 （５）保険の加入 

    指定管理者は、自身の責めに帰すべき事由により、第三者に損害が生じた場合に

備え、必要な保険に加入しなければなりません。また、火災保険については、別

に市が全国市有物件災害共済会の定める建物火災保険に加入します。 

 

 （６）関係法規及びマニュアル等の遵守 

    指定管理者は、関係法令、条例及び規則を遵守するとともに、博物館運営に必要

な各種マニュアル等を遵守して業務を行っていただきます。 

    なお、指定管理期間中に法令等に改正があった場合は、改正された内容としま

す。 

 

 （７）管理者 

指定管理者は、善良なる管理者の注意をもって、各施設を常に良好な状態に保

つように努める必要があります。 

 

 （８）緊急時の対応 

    施設又は施設利用者の被災時には市の博物館職員と協力して、現場で迅速に対応

する責任を有します。また、博物館は「入間市地域防災計画」において入間市役

所本庁舎が使用不能となった場合の災害対策本部第一候補地（令和４年度現在）

となっていますので、関係部署の指示に従って対応してください。 

 

 （９）サービスの向上 

    施設の快適な利用環境を保持し、常に公平、平等なサービスを実施するとともに

サービスの向上を図り、利用者数の増加に努めてください。 

    また、各種トラブル、苦情等には市の博物館職員と連携して、現場で迅速かつ丁

寧な対応を図ってください。 

 

 （10）指定管理者名の表示 

博物館が指定管理者により管理運営されていることを示すため、指定管理者名

と入間市博物館の連絡先を表示していただきます。 

（例）入間市の指定を受け、入間市博物館の施設管理と広報誘客業務等について

指定管理者として○○○○が運営・管理しています。 

 

 （11）文書の管理・保存 

    指定管理業務を行うにあたり作成し、又は取得した文書等は、入間市文書取扱規 

   則程等を参考に、適正に管理・保存することとします。 

    また、指定管理期間終了後に、市の指示に従って文書の引継ぎ等を行うことがあ 

ります。 
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 （12）守秘義務 

    指定管理者は、指定管理業務の遂行に当たり、業務上知り得た内容を第三者に漏 

らしたり、自己の利益のために使用しないものとします。指定期間が終了した後も 

同様とします。 

 

 （13）指定管理者による施設内の駐車場の使用 

    指定管理者が施設内の駐車場を使用する場合、「入間市公共施設内における職員 

通勤用自動車の駐車に係る目的外使用の実施方針」に基づき対応してください。 

 

 （14）環境への配慮 

    省エネルギーの徹底と温室効果ガスの排出規制に努めるとともに、廃棄物の発生 

   を抑制し、リサイクルの推進や適正処理に努めていただきます。 

 

  ※管理の基準に関する細目的事項については、協議の上、協定書で定めます。 

  ※管理の基準を満たしていないと判断した場合、指定管理者の指定を取り消す場合が 

  あります。 

 

５ 業務の範囲及び具体的な内容 

 

  詳細については、入間市博物館指定管理者業務仕様書を参照してください。 

  ・窓口業務 

  ・施設及び設備の使用の許可に関する業務 

  ・使用料の徴収業務 

  ・博物館資料複写等実費徴収業務 

  ・常設及び特別展示の観覧手続に関する業務 

  ・観覧料の徴収業務 

  ・自主事業の企画運営 

  ・ミュージアムショップの管理運営に関する業務 

  ・広報に関する業務 

  ・誘客に関する業務 

  ・統括管理業務 

  ・設備管理業務 

  ・警備業務 

  ・環境整備業務 

  ・その他管理業務 

  ・光熱水費の管理及び支払業務 

  ・売上集計管理業務 

  ・統計業務 

  ・連絡調整会議等への出席 

 

６ 経費等に関する事項 

   

 （１）指定管理料 

    入間市は、博物館の管理運営に要する経費を、毎年度の予算の範囲内において、

指定管理者に指定管理料として支払います。 

※指定管理料の具体的な額や支払い方法等は、協議の上、協定書で定めます。 
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（２）指定管理料の精算 

    指定管理料のうち、光熱水費及び修繕料については、各年度の協定書の定めると 

ころにより、実績において残金が生じたときは入間市に返還するものとします。 

 

 （３）施設の修繕 

 修繕費は、小規模修繕及び中規模修繕を対象とし年間８００万円とします。管

理経費内の施設修繕を行う場合、事前に教育委員会に連絡のうえ執行してくださ

い。 

 なお、指定管理者が行う小規模修繕及び中規模修繕は、１件あたりの上限額を

２００万円とします。また、教育委員会から小規模修繕及び中規模修繕の実施に

ついて協議を行う場合があります。 

 

 （４）展示観覧料、有料施設使用料及び博物館資料複写等実費 

当館の常設展示及び特別展示の観覧料、有料施設使用料及び博物館資料複写等実 

費は、入間市の収入となります。なお、徴収事務に関しては別途委託契約を締結

し、収入事務受託者である旨の証票を交付します。 

 

 （５）会計の独立  

 指定管理者は、自身の団体等と独立した会計帳簿類及び経理規定を設けるとと 

もに、指定管理にかかる経費については、団体自身の会計とは別の会計で管理し 

てください。 

また、他の公の施設の指定も受ける場合、他の公の施設の管理会計とは別の会計 

で管理していただきます。 

 

 （６）備品の帰属 

備品の購入に関しては、事前に教育委員会と協議を行い、指定管理料により購入 

した備品は教育委員会に帰属するものとします。現在、教育委員会の備品となっ 

ているものの買替えについては、教育委員会が対応します。 

なお、指定管理者が持ち込むことも可能です。 

 

 （７）使用料及び賃借料について 

    入間市が単年度契約している使用料及び賃借料については、指定管理者が入間市 

と協議のうえ業者を選定し賃貸借契約を締結し、その使用料及び賃借料を支払う

こととします。 

 

７ 指定管理料 

 

  入間市が支払う指定管理料の上限額（年度額）は以下のとおりです。 

    令和５年度  １３０，１７５，０００円（消費税込み） 

    令和６年度  １３０，１７５，０００円（消費税込み） 

    令和７年度  １３０，１７５，０００円（消費税込み） 

    令和８年度  １３０，１７５，０００円（消費税込み） 

    令和９年度  １３０，１７５，０００円（消費税込み） 

    合 計 額  ６５０，８７５，０００円（消費税込み） 
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８ 指定の期間 

 

  令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで（５年間）を予定しています。 

  ただし、管理をすることが適当でないと認めるときは、「入間市公の施設の指定管理

者の指定手続等に関する条例」第１１条第１項の規定により指定を取消すことがあり

ます。 

 

９ 入間市と指定管理者との責任分担 

 

  入間市と指定管理者との責任分担は、原則として次の表のとおりとします。 

  ただし、表に定める事項に疑義のある場合又は定めのない事項については、双方が協 

議して定めることとします。 

 

項     目 指定管理者 入間市 

資料に関すること（燻蒸、収蔵庫清掃を含む）    ○ 

資料等の損傷 （指定管理者の責めに帰す場合） ○  

物価変動 

（締結後の人件費、物品等物価変動に伴う経費の増） 
○ 

   

観覧料の徴収 ○    

観覧料の免除    ○ 

有料施設の許可・徴収 ○    

有料施設の使用料免除    ○ 

保守点検 ○  

維持管理 ○  

安全衛生管理 ○  

個人情報漏えい等による利用者等に対する対応 △ ○ 

事故、火災による施設損傷 △ ○ 

施設利用者の被災に対する責任 △ ○ 

施設の火災共済保険の加入  〇 

賠償責任 △ ○ 

包括的な責任  ○ 

周辺地域・住民及び施設利用者への対応  △ ○ 

法令の変更（管理業務に影響を及ぼす法令変更）  〇 

法令の変更（指定管理者に影響を及ぼす法令変更） 〇  

政治、行政的理由から、施設管理、運営業務の継続に

支障が生じた場合、又は業務内容の変更を余儀なくさ

れた場合の経費及びその後の維持管理経費における当

該事業による増加経費負担 

 ○ 

書類作成の誤り （事業計画書等指定管理者が提案し

た内容の誤りによるもの） 
○  

セキュリティ対応（警備不備による情報漏洩、犯罪発

生） 
○  

  △ 自己の責めに帰すべき事由による場合 

   

 

１０ 指定管理者の継続が困難になった場合における措置に関する事項 
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（１） 指定管理者は、指定管理業務の継続が困難になった場合又はそのおそれが生じ

た場合には、速やかに教育委員会に報告しなければなりません。 

 

（２）指定管理者の責めに帰すべき事由により適正な施設管理が困難となった場合  

又は、そのおそれがあると認められる場合は、教育委員会は、指定管理者に対し、 

改善勧告を行い、期間を定めて改善策の提出及び実施を求めることができます。 

この場合において、指定管理者が当該期間内に改善処置ができなかったときは、

教育委員会は指定管理者の指定を取り消すことができます。その場合は次期指定

管理者が円滑かつ支障なく、施設の管理運営業務を遂行できるように、引継ぎを

行うものとします。 

 

（３）指定管理者が教育委員会の指示に従わない場合や、指定管理者の財務状況が著 

しく悪化するなど指定管理業務の継続が困難と認められる場合は、教育委員会 

は、指定管理者の指定を取り消すことができます。その場合は、次期指定管理者 

が円滑かつ支障なく、施設の管理運営業務を遂行できるように、引継ぎを行うも 

のとします。 

 

 （４）（２）又は（３）により指定管理者の指定を取り消され、入間市に指定管理者の 

債務不履行よる損害が生じた場合には、賠償の責めを負うこととなります。 

 

（５）教育委員会又は指定管理者の責めに帰することができない事由により指定管理

業務の継続が困難となった場合には、教育委員会と指定管理者は、指定管理業務

継続の可否について誠意をもって協議することとします。 

 

１１ 特記事項 

指定期間中において大規模修繕その他により休館期間が発生する場合には、指定 

管理業務及び基本協定書の内容について、教育委員会と指定管理者と協議の上、 

変更することがあります。 

 

１２ 申請の資格 

 

（１）指定期間中、安全円滑に対象施設を管理運営できる法人その他の団体であること。 

 

 （２）法人等であっても、次のいずれかに該当する場合は申請を行うことができません。 

① 本市の議会の議員が、無限責任社員、取締役、執行役、監査役若しくはこれらに
準じるべき者、支配人又は清算人である団体 

② 本市の市長、副市長又は教育長が、役員等である団体 

③ 本市の教育委員会の委員が、役員等である団体 

   ※①～③は、市が資本金その他これに準じるものの２分の１以上を出資している団 

体、市からの財政支出を受けている団体その他の公共的団体であって、当該団体 

が指定管理者となることについて相当の理由がある場合には、適用しない。 

④ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定により、本
市における一般競争入札の参加を制限される団体 

⑤ 入間市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第１１条第１項の規定
により指定を取り消され、その取消しの日から２年を経過していない団体 

⑥ 法人税、法人市民税、消費税及び地方消費税等の租税又は労働保険料及び社会保
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険料を滞納している団体 

⑦ 会社更生法・民事再生法による更生・再生手続中である団体 

⑧ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第 77号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又はその構成員の統制下にある団体 

⑨ 指定管理者の責に帰すべき事由により、２年以内に指定の取り消しを受けた団体 

⑩ ２年以内に労働基準監督署から是正勧告を受け、その後の必要な措置の実施につ
いて労働基準監督署に報告をしていない団体 

 

【共同事業体で申込む場合】 

①複数の法人等が共同事業体を構成して応募する場合は、代表となる法人等を定

めるものとする。 

②同時に複数の共同事業体の構成団体となることはできない。 

③単独で応募した法人等は、共同事業体で応募する場合の構成団体となることは

できない。 

④代表となる法人等及び共同事業体を構成する法人等の変更は原則として認めな

い。ただし、共同事業体を構成する法人等については、業務遂行上支障がないと

市が判断した場合に限り変更を認めることがある。 

 

 

１３ 提出書類 

  申請にあたっては、以下の書類を提出期間内に教育委員会に提出してください。    

なお、教育委員会が必要と認めるときは、追加資料の提出を求めることがありま 

す。 

 

（１) 提出書類 

① 指定管理者指定申請書（様式第１号） 

② 申請の資格（２）の①から⑩の資格要件を満たしている旨の誓約書（様 

式第２号） 

③ 団体の概要調書（様式第３号） 

④ 法人等の定款又は寄付行為若しくはこれに準ずる書類 

⑤ 法人の登記事項証明書 

⑥ 法人の予算書及び決算書等 

（ア）指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算 

 書 

（イ）指定申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度の事業報告書

及び収支決算書 

（ウ）指定申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照

表、損益計算書及び財産目録 

※任意団体にあってはこれらに類する書類 

 

⑦ 法人等の組織及び運営に関する事項を記載した書類 

（ア）法人等の組織図や業務体制等がわかるもの 

（イ）就業規則又はこれらに準ずる書類 

（ウ）賃金規定や賃金台帳等賃金体系がわかるもの 

⑧ 納税証明（課税されている団体のみ） 

(ア) 直近年度分の市税の納税証明書の写し（滞納額がないことの証明） 

(イ) 直近年度分の税務署発行の税証明書様式「その３の３」 
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（法人税・消費税・地方消費税の未納額がないことの証明） 

⑨ 労働保険（労災・雇用）の加入を確認できる書類：労働局、労働基準監督

署又は労働保険事務組合発行の労働保険料の領収書の写し（直近の１回分）

等 

⑩ 健康保険の加入を確認できる書類：年金事務所又は健康保険組合発行の健

康保険料の領収書の写し（直近の１回分）等 

⑪ 厚生年金保険の加入を確認できる書類：年金事務所又は厚生年金基金発行

の厚生年金保険料の領収書の写し（直近の１回分）等 

※加入の必要がないため、⑨・⑩・⑪のいずれかの領収書の写し等の提出がで

きない場合は、「労働保険・健康保険・厚生年金保険の加入の必要がないこと

についての申出書」（様式第４号）を提出してください。 

⑫ 役員の名簿を記載した書類（様式第５号） 

⑬ 対象施設の管理運営に係る事業計画書（様式第６号） 

以下の項目について、対象施設の設置目的を効果的に達成し、しかも、効 

      率的に運営できることがわかる内容として提案してください。 

 

（ア）基本事項 

        対象施設を管理運営していくにあたっての心構え、基本方針、コンセプ 

               ト（より良いサービスの提供、より効果的、効率的な運営の方針など）

を記述してください。 

（イ）関係法令等を遵守した適切な管理運営の確保 

         対象施設を管理運営していく過程において、対象施設を利用される市

民の方々の個人に関する情報の保護、適正な管理が要求されます。そ

の取扱いについての情報管理体制や基本的な方針について提案してく

ださい。 

（ウ）業務の実施内容と方法 

サービス業務が中心となりますので、利用者からの苦情や不満、トラ

ブルになることもありますので、解決方法や体制の整備が必要です。

苦情等に対する基本的な考え方、具体的な解決方法や体制について提

案してください。また、（ア）の方針を受けて、対象施設の利用者に対

する具体的なサ－ビス向上等について、利用者等のニーズの把握及び

実現策などについて提案してください。 

来館者や館庭利用者に親しまれる自主事業やミュージアムショップ運 

営について提案してください。 

（エ）指定管理業務を安定して行う能力 

管理運営に当たっての人員配置や業務体制、新たな雇用に関する基本

的な考え方について提案してください。 

（オ）施設の維持管理 

         利用者に快適な環境及び安全な利用を提供するため、清掃や設備の保

守点検、点検結果に基づく修繕、警備業務など維持管理計画について

提案してください。 

      （カ）広報・誘客 

        いままで以上に、多くの市民が来館するような企画や方法、ＩＣＴを活 

用した広報活動等について提案してください。 

      （キ）自由提案 

        幅広い年齢層の市民ニーズを踏まえ、創意工夫に満ちた提案をしてくだ

さい。 
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対象施設の設置目的を効率的、効果的に達成する方法等がありました 

ら積極的に提案してください。 

 

⑭ 事業計画書概要 

      事業計画書（様式第６号）の項目毎に、（「１.基本事項 ①基本方針、基本コ

ンセプトの理解」で一つの項目とする。）事業計画の概要について７００文字前

後で別途資料を作成し提出をお願いいたします。図や画像は使用しないでくだ

さい。 

     ⑮ 配置職員の経歴について 

 指定管理のために配置する職員の経歴書（様式第７号）の提出をお願いいた 

します。 

     ⑯ 管理運営に関する収支計画書 

      指定管理運営に関しての収支のわかる書類の提出をお願いいたします。 

（様式第８号） 

 

  （２）提出部数 

    ① 正本１部及び副本８部（原則Ａ４縦型でファイルに綴じ、提出書類の番号順 

     に並べて提出してください。） 

    ② 指定管理者指定申請にかかる様式第１号～第８号については、別途データで 

の提出をお願いします（CD-R１枚）。 

 

１４ 指定管理者の公募手続き 

 

募集要項等の配付 ７月８日（金）から８月３日（水） 

現地説明会 ７月２６日（火） 

公募に関する質問受付 ７月２２日（金）から８月３日（水） 

公募に関する質問回答 随時ホームページにて 

応募書類の受付期間 ８月１７日（水）から９月２日（金） 

プレゼンテーション ９月３０日（金） 

選定結果の通知 １０月下旬頃 

指定管理者の指定 １月初旬（予定） 

協定締結 ～３月中旬 

 

（１）募集要項等の配布（様式含む） 

     募集要項は令和４年７月８日（金）から８月３日（水）までの間、市のホーム

ページからのダウンロードで配布します。郵便での配布は行いません。 

 

※博物館に関する各種図面は、７月２２日（金）から８月３日（水）まで閲覧 

できます。事前に電話にてお申込みください。 

 

  ① 閲覧場所    入間市博物館 

        入間市大字二本木１００番地 

        休館日を除く 

② 閲覧時間    午前９時から午後５時 
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（２）現地説明会の開催 

     対象施設における説明会を下記のとおり開催いたします。当館の指定管理者指

定申請書を提出する団体は、必ず参加してください。 

① 日  時 令和４年７月２６日（火） 

      午前１０時から午後３時頃まで 

      ※受付は午前９時４５分からです。現地説明会は最後まで御参 

加ください。 

② 集合場所 博物館会議室（入間市大字二本木１００番地） 

③ 参加者数 １団体２名以内 

※申請団体は、別紙１の「現地説明会参加申込書」を提出し、 

必ず出席してください。 

 

（３）質問票の受付 

   募集要項等に関する質問は、下記により提出してください。 

   なお、質問に対する回答は、随時、入間市公式ホームページに掲載します。 

 

①  質問票受付期間  令和４年７月２２日（金）から８月３日（水） 

           正午まで 

 

②  質問票提出方法  別紙２の「質問票」を電子メール

（ir816000@city.iruma.lg.jp）で入間市博物館宛てに 

提出してください。 

 

（４）指定管理者指定申請書の受付 

   申請書類は以下のとおり受け付けします。（郵送不可） 

① 受付期間   令和４年８月１７日（水）から９月２日（金）まで 

② 受付時間   午前１０時から午後３時まで 

③ 受付場所   入間市博物館 

       入間市大字二本木１００番地 ※休館日を除く 

④ 提出方法   直接持参してください。          

 

 

 

                               

（５）留意事項 

 

① 提出書類に虚偽の記載があった場合は、失格とします。 

       ② 申請書提出後に辞退する場合は、辞退届（様式自由）を提出してください。 

③ 応募に関して必要となる費用は、応募者の負担とします。 

④ 入間市が提供する資料は、申請に係る検討以外の目的で使用することを禁止 

します。 

⑤ 応募の際、提出した関係書類はすべて行政文書となることから、入間市情報公

開条例及び同施行規則に基づいた取扱いとします。また、原則としてすべて指定

議案の添付資料として議会に提出します。なお、選外となった団体の提出した応

募書類については、応募団体名等を伏せた状態で、指定議案の添付資料として議

会に提出します。  

⑥ 会社等の法人にかかる市民税、指定管理者が新たに設置した償却資産にかか    
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る固定資産税等の納税義務者となる可能性がありますので、市役所市民税課又

は資産税課にお問い合わせください。なお、国税については税務署、県税につい

ては県税事務所へお問い合わせください。 

⑦ 応募者は、申請書等の提出をもって、この募集要項、仕様書等の記載内容を承 

 諾したものとみなします。 

⑧ 事業計画の内容が、入間市に新たな費用の発生を伴うものであるときは、その 

費用は、原則、提案者の負担とします。また、条例改正を伴う提案内容は、原 

則として採用することはできません。 

    ⑨ 提出書類等の返却はいたしません。 

 ⑩ 指定管理者が、協定の締結までに次の事項に該当したときは、その指定を取 

り消し、協定を締結しないことがあります。 

（ア）資金事情の悪化等により、事業の履行が確実でないと認められるとき。 

（イ）著しく社会的信用を損なう等により、指定管理者としてふさわしくない 

  と認められるとき。 

    ⑪ 申請書提出後は、軽微な変更を除き、提出書類の記入内容の変更をすることは 

     できません。 

    ⑫ 入間市公の施設の指定管理者の指定手続き等に関する条例（平成１７年条例 

第２５号）第５条の規定による欠格事項の確認等のため、法人等の主要構成員 

（取締役、理事等）に係る住民票の写し又は住民票記載事項証明書の提出を求 

めることがあります。 

 

１５ 選定方法 

 

（１） 指定管理者候補者の選定 

    指定管理者候補者の選定にあたっては、入間市指定管理者候補者選定委員会 

において、提出された申請書により審査（書類審査、資格審査など）を行い、 

選定にあたっての審査基準に最も適合する応募者を指定管理者候補者とします。 

なお、選定委員会の会議は非公開とします。 

 

（２） 審査方法 

    選定委員会において、施設を管理運営する能力、サービス向上、経費の削減等 

   を書類審査、プレゼンテーション及び質疑を行って総合的に評価して選考しま 

す。プレゼンテーションの日程等は、申請書受付締切後に応募者に通知します。 

 

  （３） 選定基準 

① 利用者の平等な利用を確保することができ、サービスの向上が図られるもの 

であること。 

② 関係する法令を遵守し、適正に対象施設の管理運営ができること。 

③ 対象施設の設置目的を効果的に達成し、効率的な運営を行うことができるこ 

 と。 

④ 指定管理業務を安定的に行う経営基盤を有していること。 

⑤ 対象施設の業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保す 

ることができること。 

⑥ 経費の削減・適正化に向けた具体的な提案がされていること。 

⑦ 多様化する市民ニーズに対応できる組織体制の強化がされていること。 

⑧ 自立に向けた体制づくりを目指していること。 

⑨ 応募者が１者のみの場合でも、最低基準点（２１０点）に満たない場合には選
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定されず、 

 再度公募を行う。 

 

（４）審査のポイント  

① 申請資格に適合しているか。 

② 入間市が設置する公の施設としての役割を適切に担うことができるか。 

③ 利用者本位の柔軟なサービスが提供されるか。 

④ 利用者の平等利用確保への配慮がされているか。 

⑤ 効果的かつ効率的な運営が実施できるか。 

⑥ 法人等の経営基盤が安定しているか。 

⑦ 個人に関する情報の適切な取扱いは確保されるか。 

⑧ 指定管理業務に係る市の指定管理料は適切な額か。 

⑨ 事業の計画は妥当か。 

⑩ 環境に配慮した運営方法となっているか。 

    ⑪ 博物館の特性に合わせた施設・設備の維持管理計画が提案されているか。 

    ⑫ 入間市民、高齢者、身体障がい者等の雇用に対して考慮されているか。 

    ⑬ 幅広い年齢層の市民ニーズを踏まえ、創意工夫に満ちた自主事業が提案され

ているか。 

    ⑭ 来館者数の拡大につなげる広報・誘客業務に関する提案がされているか。 

⑮ その他効果的、効率的な管理運営を行う計画があるか。 
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入間市博物館指定管理者候補選定審査項目一覧 

 
入間市指定管理者候補選定委員会において、応募者から提出された応募書類について、

下記の項目に基づき総合的に審査を行います。 

審査項目 配 点 

１．基本事項 

① 基本方針、基本コンセプトの理解 

  ・公立博物館を管理運営する上での基本的な考え 

  ・提案内容の積極性、取り組み姿勢、意欲 

② 利用者の平等利用の確保 

  ・利用者に対して公平・平等な対応の確保 

 

２０ 

 

 

１０ 

２．関係法令等を遵守した適切な管理運営の確保 

① 「個人情報」と「業務上知り得た秘密」の保護 

  ・法令順守の徹底 

  ・個人情報保護等の情報管理体制 

  ・ルールやマニュアルの整備 

  ・漏えいした場合の対応等、具体的な考え 

② 行政手続き条例等関係法令の遵守 

  ・関係法令への対応等、具体的な考え 

 ③ 情報公開についての考え方 

  ・透明性のある体制 

 

１０ 

 

 

 

 

１０ 

 

１０ 

３．業務の実施内容と方法 

① 管理に関する経費の削減に向けた考え方 

  ・再委託に対する考え 

  ・経費が最小限になる工夫 

② 職員研修及び育成 

  ・職員に対する研修、育成の実施、研修に参加しやすい環境等 

③ 利用者サービスの向上 

・利用者サービスの向上に関する取組み 

  ・利用者アンケート等の実施と対応 

  ・利用者の利便性への配慮 

  ・意見・要望の受付と対応 

  ・職員の接遇 

④ 地域住民、ボランティア団体等との交流・連携する仕組み 

 

⑤ 自主事業の内容や収支計画 

  ・施設の設置目的に沿った事業展開 

 

１０ 

 

 

１０ 

 

２０ 

 

 

 

 

 

１０ 

 

２５ 
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  ・創意工夫に満ち、市民ニーズを踏まえた企画 

  ・幅広い層の住民が参加できる工夫 

  ・魅力あるミュージアムショップの提案 

４．指定管理業務を安定して行う能力について 

 ① 収支計画 

  ・適切な収入見込み。 

  ・明確かつ妥当な経費の算出根拠 

  ・経費削減に向けた提案 

 ② 申請団体の経営状況 

  ・安定した経営状況 

  ・適切な財務諸表等の作成 

 ③ 職員配置の考え方 

  ・指定管理業務を行いうる十分な組織規模 

  ・人員配置やシフトの妥当性 

  ・職員の経験、専門的資格、技術を有する者の配置 

 ④ 雇用及び労働条件 

  ・労働諸法の遵守 

  ・従業員の労働条件（労働時間、賃金、健康管理） 

  ・障がい者や高齢者の雇用、住民の雇用への配慮 

 ⑤ 事業実績 

  ・社会教育施設（特に博物館）の運営実績 

 ⑥ 市との連絡調整に関する体制 

  ・市との定期的な報告事項や方法、頻度、内容等 

  ・セルフモニタリングの方法、頻度、内容等 

  ・ＰＤＣＡマネジメントサイクル等の改善点  

 ⑦ 緊急時の対応 

  ・防犯防災への対応 

  ・事故の未然の防止策 

  ・事故発生時の対応 

  ・緊急時の体制 

 

１５ 

 

 

 

１５ 

 

 

１５ 

 

 

 

１０ 

 

 

 

１０ 

 

１０ 

 

 

 

１０ 

 

 

 

 

５．施設の維持管理 

 ① 施設の管理基準及び管理体制 

  ・施設の安全な維持管理体制の提案 

  ・計画的、効果的な修繕の提案 

 

 

２０ 

６．広報・誘客 

 ① 広報・誘客事業の内容とその取組み 

 

３０ 
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  ・入間市博物館の周知に効果的な広報手段が検討されたか。 

・来館者数の増加につながる誘客方法が検討されたか。 

・各世代に応じた誘客方法が検討されたか。 

・ＩＣＴの活用について具体的な提案がなされたか。 

７．その他 

 ① 入間市博物館基本計画を踏まえ、施設を活用した博物館活性化の

ための取組みが示されているか。 

 ② ＳＤＧｓに配慮した取り組みが示されているか。 

 ③ 自由提案 

 

１０ 

 

１０ 

１０ 

             合計点数〔最低基準点 ２１０点〕  ３００点 

 

 

１６ 選定結果及び指定の通知等 

 

（１） 選定結果の通知 

選定結果は、指定管理者の候補者として選定された応募者に速やかに通知しま

す。 

 

（２） 指定管理者の指定 

入間市指定管理者候補選定委員会にて対象施設の指定管理者の候補者を地方 

     自治法の規定に基づき、指定管理者として指定する議案を入間市議会に上程し、

議決後に、入間市長が指定します。 

なお、指定後速やかに告示を行います。また、入間市議会の議決を経るまでの 

間に指定管理者に指定することが著しく不適当と認められる事情が生じたとき 

は、指定管理者に指定しないことがあります。 

 

１７ 協定の締結 

   入間市議会の議決後に入間市と指定管理者は次の内容について協議を行い、協定書

を締結します。 

  〔協定の内容〕 

   ア 指定期間に関する事項 

   イ 事業計画に関する事項 

   ウ 観覧料及び使用料等に関する事項 

   エ 事業報告及び業務報告に関する事項 

   オ 本市が支払うべき管理費用に関する事項 

   カ 指定の取り消し及び管理業務の停止に関する事項 

   キ 管理運営業務を行うにあたって保有する個人情報の保護に関する事項 

   ク 管理運営業務を行うにあたって保有する情報の公開に関する事項 

   ケ その他市長等が必要と認める事項 

 

   市議会の議決を経て、指定管理者候補を指定管理者として指定するとともに、指定 

期間における基本的、包括的な事項を定めた「基本協定」及び年度ごと（４月１日か 

ら翌年３月３１日まで）の実施事項を定めた「年度協定」を、令和５年４月１日付け 

で締結します。「年度協定」は、年度ごとに協議の上、締結します。 
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   なお、令和５年３月３１日以前に業務引継ぎに要した費用は、全て指定管理者として 

選定された団体の負担とします。 

   その他、指定管理者が協定の締結までに次に掲げる事項に該当するときは、その指定

を取消し、協定を締結しないことがあります。 

① 指定管理者の経営状況の急激な変化等により、業務の遂行が確実でないと認めら

れるとき。 

② 著しく社会的な信用を損なう等により、指定管理者としてふさわしくないと認め

られるとき。 

また、指定管理者の議決について、議会の議決が得られなかった場合及び否決さ

れた場合においては、対象施設に係る事務及び管理の準備のために支出した費用に

ついては一切保障いたしません。 

 

１８ 損害賠償保険への加入 

    運営管理上の瑕疵により事故等が発生し、利用者等の第三者に対して損害賠償の義

務が生じた場合、指定管理者がその賠償を負うことになります。 

   そのため、指定管理特約事項等の付加された損害賠償責任保険に加入していただき、

その中には本市を追加被保険者とする事項も含めてください。 

   

   損害賠償保険金限度額 

    身体賠償 １名につき ５，０００万円（１事故について５億円） 

    財物賠償 １事故につき５，０００万円 

 

１９ その他 

応募者及びその関係者は、申請書提出後は、選考結果が届くまでの間、選定委員会

の委員及び教育委員会の職員、その他関係者に対する接見を禁じます。 

 ただし、教育委員会の指示又は依頼等があった場合には、その限りではありません。 

 

 

    〒３５８－００１５ 入間市大字二本木１００番地 

        入間市教育委員会教育部 博物館 

          TEL 04－2934－7711 FAX 04－2934－7716 

メールアドレス    ir816000@city.iruma.lg.jp 

博物館ホームページ  https://www.alit.city.iruma.saitama.jp/ 

入間市ホームページ  http://www.city.iruma.saitama.jp/ 

mailto:ir816000@city.iruma.lg.jp
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（単位：円）

令和５年度

予　算　額

人　　件　　費 31,600,000
正規職員３、パート職３〔６名シフト〕
業務拡大に伴うパート職１

管　　理　　費 50,613,000
定期保守点検業務、環境衛生業務、清掃業務
植栽管理、機械警備業務等

光　熱　水　費
（精 算 項 目）

29,000,000 電気料・ガス代・水道代

修　繕　費
（精 算 項 目）

8,000,000
小規模・中規模修繕
〔１件２００万円未満の修繕〕

事　　務　　費 4,800,000 通信運搬費、保険料、事務用品等

自 主 事 業 費
〔企 画 事 業〕

3,362,000 指定管理者が企画運営する集客事業

広 報 誘 客 事 業 費 2,800,000
ＩＣＴ等を活用した広報事業
来館者増加を促す事業

130,175,000

130,175,000 消費税等相当額含む

備　　考

指定管理料（年度額）

指定管理料積算資料

項　　目

支
 

 

 

 

 

出

合    計
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別紙１ 

２１ 入間市博物館現地説明会参加申込書 

 

 
 

令和４年  月  日 

（あて先）入間市博物館  

 

入間市博物館現地説明会の参加について、次のとおり申し込みます。 

 

（フリガナ）  

法人の名称  

 

 

 

 

法人の所在地  

〒 

 

 

 

（フリガナ）  

参加者氏名①  

 

 

 

 

（フリガナ）  

参加者氏名②  

 

 

 

 

担当者氏名  

及び連絡先  

担 当 者： 

電  話： 

E－mail： 

※説明会への参加は 1 法人 2 名以内とします。 

※令和４年７月２２日（金）午後 5 時までに E‐mail にて申し込みください。 

※E-mail アドレス： ir816000@city.iruma.lg.jp 

mailto:ir816000@city.iruma.lg.jp
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別紙２ 

２２ 入間市博物館指定管理者募集要項等に関する質問票 

 

 

令和４年  月  日 

（あて先）入間市博物館 

E-mail：ir816000@city.iruma.lg.jp 

法 人 名 

 

（質問事項）  

担当者氏名及び連絡先  

部署名： 

担当者： 

電 話：     （     ） 

E-mail： 

（注１） 質問事項は、簡潔に要点のみ記載してください。 

（注２） この質問票は、令和４年８月３日（水）正午までにＥ-mail にて送付して

ください。  

 


